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件  名 
市有地活用型定住支援事業の拡充及び 

フラット３５地域活性型との連携について 

内  容 

 平成２８年６月から実施している「市有地活用型定住支援事業」について、子育て

世帯を対象とした支援金の加算を新設するとともに、このたび、独立行政法人住宅金

融支援機構が実施するフラット３５地域活性化型と相互協力に関する協定を締結しま

したのでお知らせします。 

 これにより、定住支援事業の補助対象者が、フラット３５住宅ローン借入金利の優

遇を受けることが可能となります。 

記 

１ 「市有地活用型定住支援事業」概要 

   新たに光市に移住する方が、市が指定する市有地を購入し、自らが居住するた

めの住宅を建築して定住したときに、定住支援金を交付します。 

（１）対象となる指定地 

   市が指定する市有地（現在、随時売払いを実施している土地４件） 

   http://www.city.hikari.lg.jp/zaisei/siyuti-zuiji-koubo.html 

（２）支援金の額 

   指定地１件につき５０万円（以下の加算があれば最大１００万円） 

  加算について〔拡充〕 

  ア【増額】市内業者と契約して住宅を建築した場合は、２０万円を加算 

  イ【新設】交付申請の時点で、満１５歳に達する日以後最初の３月３１日までの

間にある子と同世帯である場合は、当該子１人につき１０万円を加算

（上限３０万円） 

（３）事業実施期間 

   平成３１年４月１日から令和４年３月３１日まで 

   ※令和４年３月３１日までに指定地の売買契約を締結したものは事業の対象と

なります。 

２ 独立行政法人住宅金融支援機構との連携の概要〔新規〕 

（１）連携する事業 

   フラット３５地域活性化型（ＵＩＪターン） 

（２）連携の内容 

    市有地活用型定住支援事業での住宅取得者に対し、フラット３５の当初５年

間の借入金利を年０．２５％引き下げるもの。 

   ※利用にあたっては、申請が必要です。 

（３）開始日 

   令和元年１０月７日 
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